
新型コロナウィルス関連情報（５月２１日） 

 

【領事窓口業務の一時的変更及び予約制の導入のお知らせ】 

◎当館は５月２２日（金）から以下のとおり領事窓口時間を延長するとともに，予約制を

導入いたしますので，ご来館予定の方におかれては，事前の予約をお願い申し上げます。 

１ 領事窓口の業務日 

月曜日，水曜日，金曜日（除，休館日） 

※５月２５日（月）はメモリアル・デーのため休館となりますのでご注意ください。 

２ 受付時間 

０９：３０－１３：００ 

（査証（ビザ）申請受付：１２：００－１３：００） 

３ 予約方法・電話番号 

 以下の予約専用電話番号にお電話の上，予約を御願いします。なお，電子メール等によ

る予約は受付けておりません。 

    予約専用電話番号：（２１２）３７１-８２２２ 内線４８６ 

  注：２２日（金）より４週間分の予約を受け付けます。 

詳細は以下リンク先をご参照ください。 

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-05-18.html 

 

◎当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html 

 ご不明な点ありましたら当館までご連絡をいただきますようお願いします。（電話：

212-371-8222） 

 

【全日空（ＡＮＡ）による当地から日本への直行便増便に関する情報】 

全日空（ＡＮＡ）では，現在週 1便（木）で運航しているＪＦＫ発成田便について，6月

１７日以降，週２便（月，木）に増便する旨を発表しました。 

https://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200521.html 

 

【州政府等による措置等のポイント】 

（注）各州政府の措置等についても，できる限り正確な情報を記載するよう努めておりま

すが，ご自身に関係する事項については，米側当局が提供する情報に依拠してください。 

 

◎（NY州）クオモ知事のメッセージ（５月２１日） 

- 昨５月２０日の総入院者数は５１８７人と５日連続６０００人を下回り（３８日連続減

少），一日の入院者数（直近３日間平均）も２４６人と２日連続３００人を下回った。ま
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た，同日の死者数は１０５人と１０日連続２００人を下回った。 

- 再開して活動が増えるにつれて，適切な安全予防措置を取らなければ感染は拡大するの

で，州民一人一人が責任ある行動をとる必要がある。医療従事者，交通機関従事者，警察

官，消防士，救命士，エッセンシャルワーカーの抗体検査の陽性率が NY州や NY市全体

の平均より低いという事実は，個人防護具（PPE）が感染予防に役立つということを証明

している。もしも，雇用者が PPEの確保や他者との距離の確保に関するガイドラインに

従っていない場合，州のホットライン（New York Coronavirus Hotline: 1-888-364-3065）

に連絡してほしい。 

- 追跡の一環として追跡員が電話でコンタクトを取ることがある。もしも，携帯電話に

「NYS Contact Tracing」 より着信があれば，必ずその電話に出て過去の自身の行動につ

いて情報提供して欲しい。 

- ３月２０日が期限であった売上税の申告について，現在 5月１９日まで延長している期

限を更に６月２２日まで延長する。 

- 川崎病に似た小児性多臓器系炎症性疾患(MSIC)について，現在１５７件を調査してい

る。本症例は，先週時点で世界７カ国，全米で１７の州と DCで報告があったが，本５月

２１日時点では世界１３カ国，全米では２５州及び DCと急増している。この点に鑑み，

本年のサマースクールは遠隔学習で実施することとする。ただし，エッセンシャルワーカ

ーの子供のためにチャイルドケアなどのサービスは継続する。 

- この状況を踏まえると，秋学期からの学校の再開について，現時点で何らかの決定を下

すのは時期尚早である。今後，学校が再開計画を策定するためのガイドラインを６月に発

出する。それに基づき，学校は再開計画を７月中に州に提出し承認を得ることとなる見込

み。 

- 明日より，最大収容人数の５０％以内での利用などを条件として，次のビーチ（州南

部）が再開する。 

*午前６時から午後９時（遊泳は午前９時から午後５時） 

Jones Beach, Sunken Meadow, Hither Hills, Robert Moses 

*午前１０時から午後６時（遊泳も同時間） 

Lake Welch Beach (Harriman State Park) 

 

◎（NY州）経済社会活動再開の関する情報 

- 州内１０地域における７基準の充足状況（本５月２１日１９時時点） 

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard 

 *７基準全てを満たしている７地域 

  (1)セントラル NY 

  (2)フィンガーレイクス 

  (3)モホークバレー 

  (4)ノースカントリー 

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


  (5)サザンティア 

  (6)ウエスタン NY 

  (7)キャピタルリージョン 

 *５つの基準を満たしている１地域 

  (8)ミッドハドソン 

 *4つの基準を満たしている２地域 

  (9)ロングアイランド 

  (10)NY市 

- 基準を全て満たした地域での再開に向けた事業別ガイドライン 

 https://forward.ny.gov/industries-reopening-phase 

- 基準を満たしていない地域へ有効となっている NY State on PAUSE政策 

 https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-pause 

- 上記情報の概要を当館 HPにも掲載しておりますので併せてご利用ください。 

 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/states.html 

 

◎（NY市）デブラシオ市長のメッセージ（５月２１日） 

- 今次パンデミックの中で食事の確保は特に重要である。市は，これまで３２００万食を

無償配布してきたが，来週までに１日に１００万食を配達するとともに，市内５００箇所

において１日５０万食を配布する（注）。その際，ただ配布するだけではなく，高齢者に

は減塩や十分な栄養の入った食事を提供する。十分な水準に満たなかった事業者とは契約

を打ち切るが，食事の配布に関して問題があれば３１１まで連絡をして欲しい。 

（注）食事の配布については以下のサイトでご確認になれます。 

https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVID-19FoodAssistance.shtml 

- 今次パンデミック中は犯罪が低下したが，気候が暖かくなるにつれて犯罪が増加する可

能性があることから警察による巡回を強化する。 

- スタテン島とマンハッタンを結ぶスタテンフェリーの利用者が増えていることから，午

前 5時から午前９時，午後３時半から午後７時半までは３０分毎に１便へと増便する。 

- 知事からも昨日発表されたが，宗教行事について１０人以下の規模での集会を認める。

ただし，その際でも鼻と口を覆い，他者と一定の距離をとるようにしてほしい。 

- 週末にビーチに出かけたいと思う人も多いだろうが，制限も多く推奨しない。なるべく

自宅に滞在してほしい。 

 

◎（NJ州）マーフィー知事のメッセージ（５月２１日） 

- 新規入院者数，現在の入院者数，ICUの患者数，人工呼吸器を使用している患者数につ

いて，新規入院者数以外は，１４日間連続で減少している。 

- マスクなど，鼻と口を覆うものを身につけてほしい。特にメモリアル・デーの週末，ビ

ーチや公園に行く際は必ず，身につけてほしい。 

https://forward.ny.gov/industries-reopening-phase
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- 小児性多臓器系炎症性疾患（Multi-System Inflammatory in Children: MSIC）について，

１９人が報告されており，そのうち１４人はコロナウイルス検査で陽性であった旨報告さ

れている。死者は報告されていない。 

 

◎（PA州）レヴィン PA州保健省長官のメッセージ（５月２１日） 

- 検査体制の拡充を続いており，州内３００か所近くで検査を受けられるようになってい

る。直近２４時間で１万３千人以上が検査を受けた。検査場所等の詳細は州ウェブサイト 

(https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Symptoms-Testing.aspx)を

確認してほしい。 

- ５月１９日にコロナウイルス感染による小児の死者が州内で初めて確認されたが，この

方には小児多臓器系炎症性症候群 (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-

C)) の症状はなかった。 

- 州内においてMIS-Cの症例は現在２例あり，この他に疑い例もあることを確認してい

る。これらの患者については現在病院で治療を受けている。 

 

◎（WV州）ジャスティス知事のメッセージ（５月２１日） 

- ジェファーソン郡で２０人，バークレー郡で１５人と，新規感染者がワシントン DCや

メリーランド，バージニア州と近い東側の地域（East Panhandle）で増えている状況を心

配している。州兵を派遣し，状況を注視している。 

- 外出する際はマスクなど，鼻と口を覆うものを身につけてほしい。本２１日からレスト

ランのイートインなどが再開するが，レストランでも食事をしている時以外はマスクなど

を身につけることを心がけてほしい。会見に同席していたマース医師からも，マスクをす

る文化のある日本では死者数が非常に少なく抑えられており，マスクなどを身につけるこ

とは非常に効果的である旨呼びかけられました。 

- ５月３０日（土）から，すでに発表しているスパ・マッサージに加え，限定的な形でプ

ール及びボーリング場などの屋内のアミューズメント施設の再開許可を予定している。 

- ６月５日（金）から，すでに発表しているカジノに加え，限定的な形で映画館の再開許

可を予定している。 

 

◎(デラウェア州）州保健局メッセージ（５月２１日） 

メモリアル・デーの週末を前に，州保健局は以下のメッセージを発しています。 

- １４日間の自主検疫を経ずに外出している州外からの訪問者や，１０人以上で集まって

いる集団を目撃した際には，州または地方警察にご連絡いただきたい。 

- 自身の店舗の営業活動が州の行政命令に違反してしまうおそれがあるかどうかについて

はこちらまでご連絡いただきたい：HSPContact@delaware.gov 

- 経済再開についてのご質問はこちら：COVID19FAQ@delaware.gov 

- コロナウイルスについての質問は，2-1-1に電話（月－金：午前８時－午後９時，土日：

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Symptoms-Testing.aspx)%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Symptoms-Testing.aspx)%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84
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午前９時－午後５時まで）するか，こちらまでメールをいただきたい：

info@delaware211.org 

- 検査，症状，健康アドバイスなどの医療に関する質問はこちら：

DPHCall@delaware.gov 

- 失業保険についての質問はこちら：UIClaims@delaware.gov 

 

◎（プエルトリコ準州） 

・本５月２１日，時期未定となっていたプエルトリコにおける大統領選挙予備選につい

て，７月１２日（日）に実施されることが発表されました。 

 

◎（米領バージン諸島）ブライアン知事のメッセージ（５月２１日） 

- ５月２６日（火）からレストラン及びバーに対して新たなガイドラインを適用する。こ

のガイドラインによって，ソーシャル・ディスタンシングを実施しつつ，定員の５０％ま

たは５０名のいずれか少ない方の人数まで店内で食事を提供することが可能となる。ただ

し，従業員のマスク等の着用，利用客及び従業員への消毒液等の提供といった感染防止策

の実施，６名超の団体の受入れは不可といった条件がある。 

 

◎ビジネス関連情報 

・各州等のビジネス関連情報は以下をご覧ください。 

   https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html 

 

【感染者数等に関する情報】 

   ５月２１日現在，当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以

下のとおりです。（カッコ内は前日の数） 

○ニューヨーク州：感染者数      ３５６，４５８名（３５４，３７０名），死者

数 ２３，０８３名（２２，９７６名） 

・感染者数内訳（主なエリア）  

   ニューヨーク市：感染者数     １９５，６７５名（１９４，５５０名），死者

数 １４，９１１名（１４，８５８名） 

    NY市の内訳 

     クイーンズ区：         ６０，０２５名（ ５９，７５２名） 

     ブルックリン区：        ５３，３８５名（ ５２，８８９名） 

     ブロンクス区：         ４３，６０３名（ ４３，４１８名） 

     マンハッタン区：        ２５，５２２名（ ２５，３９１名） 

     スタテン島区：         １３，１４０名（ １３，１００名） 

   ナッソー郡：             ３９，４８７名（ ３９，３６８名），死者数  

２，５５８名（ ２，５５０名） 

mailto:info@delaware211.org
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   サフォーク郡：           ３８，５５３名（ ３８，４１１名），死者

数  １，８５１名（ １，８４０名） 

   ウエストチェスター郡：       ３２，６７３名（ ３２，５１７名），死者

数  １，４３８名（ １，４３０名） 

   ロックランド郡：          １２，８７７名（ １２，８３１名），死者

数    ４４８名（   ４４７名） 

 

○ニュージャージー州：感染者数    １５１，４７２名（１５０，３９９名），死者

数  １０，８４３名（１０，７４７名） 

○ペンシルベニア州：感染者数      ６５，３９２名（ ６４，４１２名），死者

数   ４，８６９名（ ４，７６７名） 

○デラウェア州：感染者数         ８，３８６名（  ８，１９４名），死者

数     ３１７名（   ３１０名） 

○ウエストバージニア州：感染者数     １，５９３名（  １，５４５名），死者

数       ７０名（    ６９名） 

○コネチカット州フェアフィールド郡：感染者数 １４，７５１名（１４，７１９名），

死者数 １，１８０名（ １，１６７名） 

○プエルトリコ：感染者数         ２，９１３名（  ２，８６６名），死者

数     １２６名（   １２５名） 

○バージン諸島：感染者数            ６９名（     ６９名），死者

数       ６名（     ６名） 

 

 【医療関係情報】 

◎CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱，咳，息切れ」

を挙げています。これらの症状があり，感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をし

た上で，医療機関の指示に従って受診してください（特定の医療機関がない場合には地元

保健当局等（NY市の場合は 311）に電話してください）。 

CDCホームページ：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 

・新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html 

・ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート（発症した場合等の

対応が日本語で記載されています）。 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf 

 ◎当地の病院やクリニックは，完全予約制を導入し，付き添い人数を制限（一人のみ）す

るなど予防措置をしながら外来を受け付けているところが多い模様です。また，一部の病

院では電話診察，オンライン診療（有料）を導入しているところもあるようです。ただ

し，当地の医療事情については，日々状況が変化しますので，皆様ご自身で病院やクリニ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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ックの HPや直接電話するなどして，ご確認くださるようお願いします。 

 

****************************************************************** 

■ 本お知らせは，安全対策に関する情報を含むため，在留届への電子アドレス登録者，

「緊急メール／総領事館からのお知らせ」登録者，外務省海外旅行登録「たびレジ」登録

者に配信しています（本お知らせに関しては，配信停止を承れませんのでご了承願いま

す。）。 

■ 本お知らせは，ご本人にとどまらず，家族内，組織内で共有いただくとともにお知り合

いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。 

■ 在留届，帰国・転出等の届出を励行願います。 

 緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。 

 以下のＵＲＬから所定の用紙をダウンロード後， (212)888-0889までご連絡ください。 

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html 

 ■ 在ニューヨーク日本国総領事館 

299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171 

 TEL:(212)-371-8222 

 HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/ 

 facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/ 

****************************************************************** 

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
https://www.facebook.com/JapanConsNY/

